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城あとに夢を築くまちたまき 2001- 8

６月に開かれた町議会定例会において「玉城町

福祉医療費の助成に関する条例」が制定され、心

身障害者医療・乳幼児医療・老人医療・母子医療

の受給資格証が一本化されることになりました。

玉城町福祉医療費受給資格証
1 心身障害者　　2 母子（一人親家庭等）

3 乳　幼　児　　4 68・69歳老人

5 65歳以上重度障害者

受 給 者 番 号

受
　
給
　
者

加
入
医
療
保
険

発
行
機
関
名
及
び
印

交 付 年 月 日

氏　　名

生年月日

男・女

記号・番号

保険者の名称

保 護 者 氏 名

有 効 期 間

住　　所

組合員の氏名

印

三重県度会郡玉城町

玉 城 町 長
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な
お
、
乳
幼
児
医
療
に
つ
い
て
は

こ
れ
ま
で
更
新
手
続
き
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
１
年
に
１
回
手
続
き

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

診
療
時
に
医
療
機
関
等
の
窓
口
へ

「
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
証
」
を
提

示
す
る
だ
け
で
結
構
で
す
。
た
だ
し
、

県
外
医
療
機
関
で
の
受
診
な
ど
の
場

合
に
は
助
成
申
請
書
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

な
お
、「
65
歳
以
上
重
度
障
害
者

医
療
」
の
方
は
、「
福
祉
医
療
費
受

給
資
格
証
」
の
窓
口
提
示
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

組
合
健
保
や
共
済
健
保
な
ど
健
康

保
険
組
合
の
よ
う
に
、
附
加
給
付
制

度
（
保
険
者
が
独
自
に
医
療
費
を
助

成
す
る
制
度
）
が
あ
る
場
合
は
、
健

康
保
険
組
合
等
が
取
り
決
め
て
い
る

金
額
を
控
除
し
た
あ
と
の
額
が
助
成

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
町
福
祉
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
乳
幼
児
医
療
の
一
部
負
担

金
（
１
、
０
６
０
円
）
が
な

く
な
り
ま
す
。

・
心
身
障
害
者
医
療
で
、

「
療
育
手
帳
Ｂ
」（
中
度
）
を

認
定
さ
れ
て
い
る
方
も
対
象

に
な
り
ま
す
。

・
母
子
医
療
が
「
一
人
親
家

庭
等
医
療
」
と
な
り
、「
父

子
家
庭
」
も
対
象
に
な
り
ま

す
。

す
で
に
受
給
資
格
の
あ
る
方
に
は

８
月
中
に
町
福
祉
課
か
ら
通
知
い
た

し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
９
月
中
旬
ま

で
に
更
新
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
新
た
に
「
療
育
手
帳
Ｂ
」

（
中
度
）「
父
子
」
に
該
当
さ
れ
る
方

は
、
８
月
31
日
ま
で
に
申
請
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

助 成 区 分 ・ 対 象 者 な ど

注）なお、「対象者」「所得制限」欄など、市町村の裁量により異なる部分があります。

当町に住所があり、社会保険各法に規定する被保険者または被扶養者で、下記に該当される方です。

＜外来の場合＞

（「保険の一部負担金」－「外来薬剤一部負担金」－3,000円）×1/2

ただし、「保険の一部負担金」－「外来薬剤一部負担金」＜3,000円の場合⇒０円

＜入院の場合＞

①37,200円（24,600円）≧総医療費の1／10の場合

ａ：保険の一部負担金×1/2

ｂ：保険の一部負担金-（総医療費×1/10）

→ａとｂのいずれか小さい額

②37,200円（24,600円）＜総医療費×１／10の場合

→「保険の一部負担金」－37,200円（24,600円）

（ ）内は住民税非課税世帯

区　分

心身障害者医療

65歳以上重度

障害者医療費

一人親家庭等

医療費

乳幼児医療

老人医療費

対　象　者 所得制限 助成対象医療費

・身体障害者手帳１級～４級をお持ちの方

・療育手帳Ａ及びＢ（中度）をお持ちの方
医療保険各法の規定による自己負担相当額

入院時の食事療養費標準負担額
なし

・上記の心身障害者医療の要件を備えた

老人保健対象者

老人保健法（医療）の規定による一部負担相当額

入院時の食事療養費標準負担額

訪問看護利用料

なし

・18歳年度末までの児童を扶養している

一人親家庭の父母及びその児童

・父母のいない18歳年度末までの児童

医療保険各法の規定による自己負担相当額

入院時の食事療養費標準負担額
なし

・３歳未満（誕生月の末日まで,月の初日

生まれの場合は前月末日まで）の乳幼児

・68歳（誕生月の初日から）、69歳（70歳

に達した老人保健法の適用を受ける前日　

まで）の老人

医療保険各法の規定による自己負担相当額

入院時の食事療養費標準負担額
なし

あり
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8
月
の
タ
ウ
ン
レ
ポ
ー
ト

町
の
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成

長
と
、
学
校
・
保
育
所
・
地
域
・
家

庭
が
ど
の
よ
う
に
連
携
し
て
い
く
か

を
協
議
す
る
「
玉
城
町
地
域
教
育
協

議
会
」（
町
教
育
委
員
会
、
各
学
校

保
育
所
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
で
構
成
）
が
６
月

13
日
、
中
央
公
民
館
で
開
か
れ
ま
し

た
。

こ
の
会
も
今
年
で
４
年
目
を
迎
え

ま
す
。
今
年
度
も
テ
ー
マ
を
「
開
か

れ
た
学
校
を
め
ざ
し
て
」
と
し
、
昨

年
度
ま
で
の
活
動
を
継
続
、
発
展
さ

せ
て
い
く
こ
と
を
確
か
め
合
い
ま
し

た
。折

し
も
、
大
阪
の
池
田
小
学
校
の

事
件
直
後
で
も
あ
り
、
難
し
い
社
会

情
勢
の
な
か
、「
開
か
れ
た
学
校
の

本
来
の
姿
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え

れ
ば
よ
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も

再
考
す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

と
く
に
保
護
者
が
学
校
に
対
し
て

何
で
も
言
え
る
よ
う
な
、
心
理
的
に

開
か
れ
た
学
校
に
な
っ
て
い
る
か
な

ど
、
再
度
見
直
し
て
い
く
こ
と
も
話

し
合
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
本
年
度
も
、
保
育
所
・
小

学
校
・
中
学
校
の
連
携
を
さ
ら
に
深

め
る
機
会
を
設
け
、
各
学
校
で
、
テ

ー
マ
に
沿
っ
た
取
り
組
み
を
実
践

し
、
来
年
２
月
の
報
告
会
を
経
て
、

さ
ら
に
開
か
れ
た
学
校
を
め
ざ
し
て

い
き
ま
す
。

Tamaki Town Report

夏
の
水
泳
シ
ー
ズ
ン
を
前
に
小
学

校
で
応
急
手
当
講
習
会
が
行
わ
れ
、

町
女
性
消
防
団
員
ら
が
指
導
に
あ
た

り
ま
し
た
。

こ
の
講
習
会
は
、
夏
の
水
泳
シ
ー

ズ
ン
中
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
み
な
さ
ん
が
交

代
で
プ
ー
ル
の
監
視
を
す
る
の
に
先

駆
け
、
７
月
１
日
有
田
、
６
日
外
城

田
、
11
日
田
丸
の
各
小
学
校
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

指
導
役
の
女
性
消
防
団
員
は
、
応

急
手
当
指
導
員
の
認
定
を
６
月
17
日

に
受
け
て
お
り
、

人
形
を
使
っ
て
呼

吸
・
心
肺
の
停
止

状
態
に
陥
っ
た
と

き
の
応
急
手
当
の

ほ
か
、
止
血
方
法

な
ど
を
丁
ね
い
に

指
導
し
て
い
ま
し

た
。ま

た
、
集
落
や

事
業
所
な
ど
か
ら

要
請
が
あ
れ
ば
指

導
員
が
出
向
き
ま

す
。
伊
勢
市
消
防

本
部
　
TEL
（
２
５
）

１
２
１
６
ま
で
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。

開かれた学校をめざし議論された協議会

女性消防団員の実演を真剣なまなざしでみつめる保護者（田丸小学校で）



県
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
総
会

が
６
月
８
日
、
三
重
県
庁
講
堂
で
開

催
さ
れ
、
個
人
の
部
で
山
口
加
代
子

さ
ん
（
上
田
辺
）
が
会
長
表
彰
を
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

山
口
さ
ん
は
、
長
年
食
生
活
改
善

推
進
員
と
し
て
、
地
域
住
民
の
正
し

い
食
生
活
の
普

及
を
は
か
り
、

地
域
栄
養
改
善

活
動
に
貢
献
さ

れ
て
い
ま
す
。

県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
総
会
が

６
月
13
日
、
ア
ス
ト
津
（
津
市
）
で

開
催
さ
れ
、
個
人
の
部
で
出
口
文
生

さ
ん
（
野
篠
）
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

出
口
さ
ん
は
、
長
年
青
少
年
の
健

全
育
成
活
動
、
環
境
浄
化
活
動
に
貢

献
さ
れ
て
い
ま
す
。

町
立
小
規
模
授
産
施
設
「
夢
工
房

た
ま
き
」
で
６
月
21
日
、
第
７
回
夢

工
房
ま
つ
り
が
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
ま
つ
り
は
、
小
俣
、
度
会
、

二
見
な
ど
近
隣
の
施
設
通
所
者
や
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
招
き
、
１
５
０
人

が
ゲ
ー
ム
や
会
食
を
楽
し
み
ま
し
た
。

雨
の
降
り
し
き
る
会
場
に
は
、
テ

ン
ト
が
張
ら
れ
、
水
の
入
っ
た
小
さ

な
風
船
を
的
に
当
て
る
「
的
当
て
ゲ

ー
ム
」
や
、
新
聞
に
つ
り
下
げ
た
景

品
を
撃
ち
落
と
す
「
水
鉄
砲
ゲ
ー
ム
」

な
ど
が
行
わ
れ
、
玉
城
中
学
校
、
田

丸
小
学
校
の
児
童
・
生
徒
、
虹
の
会

も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し
て
会
場

を
盛
り
上
げ
て
い
ま
し
た
。

8

暑中お見舞申し上げます。

子どもたちの夏休みが始まりました。皆で楽しい

夏休みとなるよう見守ってやっていただきたいと思

います。特に山や水のシーズン安全第一であってほ

しいと思います。

アサガオの種子と命の尊厳
過日、二見町の小西蔀さんと、田丸の村木節子さ

んが役場にお越しになり、お話を伺いました。小西

さんは伊勢地方で活躍されている「カラス会」の会

長さんであります。今回のお話しは「命のアサガオ」

の種子を育てるお勧めでありました。

新聞でも報道されましたが、新潟県の白血病の子

どもが闘病中わが命として育てた「アサガオ」の種

子であります。残念にも子どもは亡くなりましたが、

アサガオの種子に命の大切さを託して全国に拡がり、

今日玉城にもお持ちいただいたのであります。発芽

したばかりの種子でありました。田丸の村木さん宅

で今育てていただいております。命の尊厳と今健康

であることへの感謝であります。

今秋にかけての町の整備事業
さて、夏休み中に玉城中学校のグラウンド整備を

いたします。土の入れ替えなど新しいグラウンドに

一新いたします。同時に文化財であります城山公園

とも調和した周辺の整備もいたします。秋の運動会

が楽しみであります。

６月中からケーブルテレビの地区説明会を開催し

てまいりました。田丸地区は終了しましたが、８月

下旬からの光ケーブル線の架設が始まります。11月

末完了を目標に作業が進みます。有田・外城田・下

外城田地区へも順次説明会にお伺いしております。

ご協力をお願い申し上げます。

さて、これからは台風や集中豪雨が心配される季

節です。「備えあれば憂いなし」と申します。町と

しても危険箇所の巡回など万全を期したいと存じま

す。どうぞ皆さんも身近な備えをお願いいたします。

７月16日　町長公室にて

玉城町長

城あとに夢を築くまちたまき 2001- 84

c
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n

山口加代子さん

出口文生さん

ゲームを楽しむ参加者ら



魅
力
あ
る
町
づ
く
り

▼
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
平
成
13
年
度
玉
城
町
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
））

平
成
12
年
度
会
計
の
償
還
収
入
に
２
４
６
３
万
３
０
０
０
円
の

歳
入
不
足
が
生
じ
た
た
め
、
平
成
13
年
度
会
計
か
ら
繰
り
上
げ
充

用
し
補
て
ん
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
に
２
４
６
３
万
３
０
０
０
円
を
追
加
し
、
総
額
３
４
６
７
万

円
と
し
ま
し
た
が
、
た
だ
ち
に
議
会
を
招
集
で
き
な
い
こ
と
か
ら

専
決
処
分
し
、
当
議
会
で
承
認
さ
れ
た
も
の
で
す
。

▼
玉
城
町
福
祉
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

現
行
の
心
身
障
害
者
・
母
子
・
乳
幼
児
・
老
人
医
療
費
助
成
制

度
に
つ
い
て
、
各
制
度
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
的
確
に
対
応

す
る
た
め
、
助
成
内
容
を
見
直
し
、
乳
幼
児
・
母
子
・
心
身
障
害

者
医
療
で
は
、
所
得
制
限
を
な
く
す
と
と
も
に
入
院
時
食
事
代
を

助
成
。
老
人
医
療
費
で
は
、
現
行
制
度
を
維
持
す
る
な
ど
町
の
福

祉
充
実
の
た
め
条
例
を
改
廃
し
た
も
の
で
す
。

（
詳
し
く
は
、
１
・
２
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

▼
委
員
会
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
が
、
公
布
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
当
町

に
お
い
て
も
整
備
を
行
い
、
選
挙
長
の
報
酬
１
万
７
０
０
円
を
は

じ
め
、
開
票
管
理
者
１
万
７
０
０
円
、
投
票
管
理
者
１
万
２
７
０

０
円
、
投
票
立
会
人
１
万
８
０
０
円
、
開
票
立
会
人
お
よ
び
選
挙

立
会
人
８
９
０
０
円
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
た
も
の
で
す
。

▼
玉
城
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

▼
玉
城
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い

て
右
２
議
案
は
、
政
令
お
よ
び
法
律
施
行
令
が
公
布
施
行
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
本
町
非
常
勤
消
防
団
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
た
め
、

退
職
報
償
金
支
給
額
の
見
直
し
な
ど
、
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で

す
。

平成13年
●第４回玉城町議会定例会

なるほどレポート

平
成
13
年
　
第
４
回
玉
城
町
議
会
定
例
会

平
成
13
年
第
４
回
玉
城
町
議
会
定
例
会
は
、
６
月
19
日
か
ら
３
日
間
の
会
期
で
開
会
。
専
決
処
分
の
承
認
、
補
正
予
算
、
条
例
の

制
定
・
改
正
な
ど
８
議
案
が
上
程
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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▼
平
成
13
年
度
玉
城
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

今
回
の
補
正
の
主
な
も
の
は
、

民
生
費：

社
会
福
祉
費
で
福
祉
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
が

制
定
さ
れ
た
の
を
う
け
７
５
９
万
円
の
増
額
。

土
木
費：

住
宅
費
で
度
会
土
地
開
発
公
社
償
還
金
３
９
６
１
万
９

０
０
０
円
の
増
額
。

教
育
費：

中
学
校
費
で
、
運
動
場
お
よ
び
給
食
室
改
修
工
事
請
負

費
で
１
８
０
１
万
６
０
０
０
円
の
増
額
、
社
会
教
育
費

で
田
丸
城
趾
遊
歩
道
整
備
工
事
請
負
費
等
で
７
７
６
万

４
０
０
０
円
の
増
額
。

諸
支
出
金：

病
院
会
計
支
出
金
３
０
０
万
円
の
増
額
。

な
ど
が
計
上
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
８
５
５
１
万
４
０
０
０

円
を
追
加
し
、
総
額
45
億
４
８
１
２
万
８
０
０
０
円
と
し
ま
し
た
。

▼
平
成
13
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

保
険
料
の
本
算
定
に
伴
い
調
整
し
た
も
の
で
、
歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
に
２
４
８
万
３
０
０
０
円
を
減
額
し
、
８
億
４
３
２
５
万
９

０
０
０
円
と
し
た
も
の
で
す
。

▼
平
成
13
年
度
玉
城
町
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

国
民
健
康
保
険
の
保
健
事
業
の
な
か
で
、
健
康
管
理
事
業
の
助

成
を
受
け
て
リ
ハ
ビ
リ
教
室
や
健
康
教
室
な
ど
の
事
業
を
継
続
す
る

た
め
に
必
要
な
経
費
の
計
上
、
療
養
型
病
床
へ
の
一
部
機
能
転
換

も
踏
ま
え
、
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
医
療
機
器
を
購
入

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
収
益
的
収
支
に
お
い
て
、
収
入
支
出
そ

れ
ぞ
れ
に
88
万
９
０
０
０
円
を
増
額
し
、
収
入
５
億
３
３
４
５
万

１
０
０
０
円
に
、
支
出
４
億
３
３
４
５
万
１
０
０
０
円
と
し
ま
し

た
。ま

た
、
資
本
的
収
支
で
、
収
入
支
出
そ
れ
ぞ
れ
に
３
０
０
万
円

を
増
額
し
、
７
２
３
万
１
０
０
０
円
と
し
た
も
の
で
す
。

六地蔵と三界万霊塔

墓地の入口に三界万霊塔やアミダ如来像を中心

に六体の地蔵がまつられている。仏教では、人は

生前の業（ごう）を負うて死後三界の迷いの世界

に流転し、善悪六道（ろくどう）の境をさまよう

という。業も三界も仏教語で業は罪、三界は欲

界・色界・無色界とも過去・現在・未来の三世と

も解され、六道とは地獄・餓鬼（がき）・畜生・

阿修羅（あしゅら）・人間・天の六道で前三者を

三悪道・後三者を三善道とする。

三界をさまよう万霊を回向（えこう：めいふく

を祈って供養）して極楽往生を祈る合掌は、自分

自身の死後安楽と同時に今の自分をも救う道であ

るとされて三界万霊塔が建てられ、六地蔵は六道

輪廻（りんね）の苦界にあえぐひとびとの苦しみ

が救われるよう死者の供養のために建てられ、墓

参のたびにすべての人々を供養することによって自

分自身も救われようとした。六地蔵がまつられる

ようになったのは室町時代の末頃からといわれてい

るが、町内では江戸時代に入った元禄以降で、昼

田墓地の六地蔵が最も古く元禄８年(1695)、つい

で田丸佐田山北墓地に元禄12年７月24日(1699)田

丸町寒念仏寄進と彫った六地蔵が正徳５年２月

(1715)の如来座像を中央にして並んでいる。

◎金子延夫著　玉城町史第三巻より抜書

－地蔵信仰－
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福祉充実にと７月３日、三和測量設計株式会社　代表取締役
大藪　修　様から300万円をお寄せいただきました。
また、長沢　納様（第２城東団地）から、福祉事業にと、町
と町社会福祉協議会へそれ
ぞれ２万円を、自然と花を
愛し伊勢の国に冬桜を増や
そうと活動してみえる「冬
桜の会」（小西蔀会長）様
から３万円をお寄せいただ
きました。

大藪　修さん（右）



財
政
公
表

財政公表

町
財
政
の
収
支
状
況
ご
覧
く
だ
さ
い

み
な
さ
ん
か
ら
納
め
ら
れ
た
税
金
や
国
・
県
か
ら
の
補
助
金
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
町
政
に

対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
収
入
や
支
出
の
状
況
を
グ
ラ
フ
や
表
を
交
え
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

今
回
は
、
平
成
12
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
の
執
行
状
況
を
、
平
成
13
年
３
月
31
日
現
在
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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国有提供施設等交付金 
特別地方消費税交付金 
交通安全対策特別交付金 
寄 付 金  
ゴルフ場利用税交付金 
繰 入 金  
使用料及び手数料 
利 子 割 交 付 金  
自動車取得税交付金 
財 産 収 入  
地方特例交付金 
地 方 譲 与 税  
繰 越 金  
地方消費税交付金 
諸 収 入  
分担金及び負担金 
国 庫 支 出 金  
県 支 出 金  
町 債  
地 方 交 付 税  
町 税  

上：収入済額　　上：収入済額　　4,290,672,583円 
 
下：現計予算額　下：現計予算額　5,055,388,000円　円　 

上：収入済額　　4,290,672,583円 
 
下：現計予算額　5,055,388,000円　 

00 2 4 6 8 10 12 14 16億円 

（単位：千円）千円未満四捨五入 

3,657 
17,754

548 
548
758 
600
2,571 
3,000
4,845 
5,239
13,357 
14,000

30,289 
32,437
74,997 
60,000

32,578 
75,563

69,043 
63,000

76,190 
76,190

144,670 
147,843
140,855 
152,065

106,503 
106,503
130,834 
130,834

169,188 
　　　 248,728

144,670 
147,843
140,855 
152,065

87,698 
87,000
87,698 
87,000
106,503 
106,503
130,834 
130,834

165,061 
　　　　　313,623
165,061 
　　　　　313,623

169,188 
　　　 248,728

30,600 
　　　　　　　　　　　　　　　520,400
30,600 
　　　　　　　　　　　　　　　520,400

1,660,061 
1,657,409

1,349,022 
1,340,000
1,349,022 
1,340,000

（単位：千円）千円未満四捨五入 

0 5 10 15億円 

上：支出済額　　上：支出済額　　3,756,764,4983,756,764,498円 
 
下：現計予算額　下：現計予算額　5,055,388,0005,055,388,000円 

上：支出済額　　3,756,764,498円 
 
下：現計予算額　5,055,388,000円 

予 　 備 　 費  
労 　 働 　 費  
災 害 復 旧 費  
商 　 工 　 費  
議 　 会 　 費  
消 　 防 　 費  
農 林 水 産 費  
衛 　 生 　 費  
諸 支 出 金  
教 　 育 　 費  
公 　 債 　 費  
総 　 務 　 費  
土 　 木 　 費  
民 　 生 　 費  

0 
13,404
34,579 
39,007
10,231 
58,222
50,901 
64,784
87,168 
87,477

174,732 
196,300

234,504 
364,132
318,365 
364,229
332,338 
367,257
362,453 
　  423,777
432,256 
　　　　535,028

383,150 
　　　　　　　　 　　　　　　　　　749,583
366,874 
                                                        　　789,326

969,212 
　　  1,002,862

歳出

歳入【 一般会計収支状況 】
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町
税
の
収
入
状
況

平
成
12
年
度
、
み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
町
税
の

総
額
は
３
月
31
日
現
在
、
16
億
５
７
４
０
万
９
２
５
１
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
会
計
全
体
の
32
・
８
％
を
占
め
、
地
方

交
付
税
の
26
・
５
％
と
と
も
に
重
要
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
町
税
の
内
訳
は
、上
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

地
方
債
の
状
況

地
方
債
と
し
て
町
が
借
り
入
れ
て
い
る
お
金
（
借
入
金
）
の
う

ち
、
こ
れ
か
ら
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
未
償
還
元
金
は
、
61

億
３
５
４
７
万
１
４
７
７
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
有
財
産

町
有
財
産
は
、
町
が
所
有
す
る
土
地
・
建
物
の
こ
と
で
、
役
場
庁

舎
・
町
営
住
宅
・
学
校
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

▼
土
地
　
26
万
３
８
０
２
平
方
㍍

▼
建
物
　
４
万
９
１
７
９
平
方
㍍

基
金町

が
条
例
の
定
め
に
よ
っ
て
特
定
の
目
的
の
た
め
に
財
産
を
積
み

立
て
て
い
る
も
の
で
、
財
政
調
整
基
金
・
地
域
福
祉
基
金
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

▼
総
額

９
億
４
７
８
万
９
４
８
１
円

■町財政公表■　

【 病院事業会計 】
●収益的収支 （単位　円）

（単位　円）

予算額 執行済額

収　入 679,355,000 685,839,576

支　出 549,355,000 534,105,413

●資本的収支
予算額 執行済額

収　入 10,608,000 10,608,000

支　出 10,608,000 10,606,119

【 水道事業会計 】
●収益的収支 （単位　円）

（単位　円）

予算額 執行済額

収　入 277,205,000 283,620,649

支　出 277,205,000 183,127,830

●資本的収支
予算額 執行済額

収　入 29,281,000 31,407,163

支　出 155,849,000 154,799,769

【 介護老人保健施設事業会計 】
●収益的収支 （単位　円）

（単位　円）

予算額 執行済額

収　入 238,112,000 230,706,509

支　出 238,112,000 230,180,805

●資本的収支
予算額 執行済額

支　出 48,700,000 48,698,132

【 下水道事業会計 】
●資本的収支 （単位　円）

予算額 執行済額

収　入 923,804,000 390,374,254

支　出 923,804,000 209,578,254

軽自動車税 
24,810,800円 
1.5%たばこ消費税 

80,445,250円 
4.9%

固定資産税 
698,433,290円 
42.1%

町税収入済額　1,657,409,251円 

町民税 
851,549,611円 
51.4%

特別土地保有税 
2,170,300円 
0.1%

【 町税の内訳 】 

1,000,000
千円 

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

0
老
人
保
健
特
別
会
計 

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計 

農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計 

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計 

同
和
地
区
福
祉
資
金
貸
付
事
業
特
別
会
計 

山
村
振
興
事
業
特
別
会
計 

現計予算額 

支出済額 

収入済額 

49,879

992,919

952,338

943,696

818,582

716,934

725,185

50,077

39,111

172,573

28,118
23,172

99,119

7,483

33,025

7,856
7,440 0

49,879

992,919

952,338

943,696

818,582

716,934

725,185

50,077

39,111

172,573

28,118
23,172

99,119

7,483

33,025

7,856
7,440 0

【 特別会計収支状況 】
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く
ら
し
の
情
報
　
8
月
町
内
版

４月から「家電リサイクル法」が施行され「テレビ・

エアコン・冷蔵庫・洗濯機」の廃家電４品目は、次の３

つの方法のいずれかにより処理されています。

①小売店を利用する方法

購入した家電小売店、同種の対象家電を買い替えする

家電小売店に引き取りを求めることができます。（小売

店の引き取り義務）また、それと同時に再商品化等料金

（リサイクル費用）と収集運搬料金を支払います。詳し

くは、購入された家電小売店へお尋ねください。

②直接、指定引取場所へ搬入する方法

ご自身で直接、指定引取場所へ搬入される場合は再商

品化料金を郵便局で振込み、受け取ったリサイクル券を

付けて、製造者グループごとの指定引取場所へ搬入して

ください。この場合収集運搬料金は不要です。

【指定引取場所】

▼Ａグループ（松下電器、東芝等）

夏山金属（株）伊勢市上地町2685 TEL（25）1101

▼Ｂグループ（三洋、シャープ、ソニー、日立、三菱等）

日本通運（株）松阪支店　松阪市京町302-１

TEL 0598（21）4415

町住民課　TEL（58）8202

町　民（排出者） 

A・Bグループ指定引取場所 

家電リサイクル受付センター 

収集運搬会社 

廃家電4品申し込みの流れ （小売店を利用する方法以外） 

・回収日案内 

・収集運搬料金の案内 

・リサイクル券購入の有無確認 

・引取場所の案内 

・品目、台数、メーカー名、 

　サイズの確認 

引取申込受付時間：午前9時～午後5時 
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 
※各地域の収集日の1週間前（前の週の同一曜日）までに 
　申し込みください。 

・住所、氏名 

・品目、品数　メーカー名 ②の場合 

③の場合 

・リサイクル券を現品に貼付 

・郵便振替払込受付証明書を添付 

・リサイクル券を現品に貼付 

・郵便振替払込受付証明書を添付 

・引渡し場所は玄関先 

・集合住宅は1階出入り口付近 

・収集運搬料金は現金で支払い 

郵便局 

再商品化等料金払込 

引取申込み（電話利用） リサイクル 

詳細内容案内 

リサイクル券 
払込証明書 

廃家電収集・ 
収集運搬料金回収 

収集運搬業者 
への情報連絡 

0570-063196

③家電リサイクル受付センターを利用する方法

「①」の方法に該当しない場合、例えば引越し等により

購入した小売店が遠くに有る場合などは、家電リサイク

ル受付センターへご連絡ください。この場合は、郵便局

で再商品化等料金を振込み、受け取ったリサイクル券を

付けて、回収時に収集運搬料金を支払うことになります。

家電リサイクル受付センター

TEL 0570-063196
▼引取申込受付時間……午前９時～午後５時

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

詳しくは、受付センターへお問い合わせください

廃家電
再商品化等料金 収集運搬料金

（郵便局で振込み）税抜き （標準料金）税込み

テレビ 2,700円 1,500円

冷蔵庫 4,600円 2,500円

洗濯機 2,400円 2,000円

エアコン 3,500円 2,500円

●料金
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町住民課　TEL（58）8202

指定ごみ袋の購入は、下記販売協力店でお求めできます。 （平成13年５月15日現在）

店　　名　 住　　所 電　　話

1 （有）マルデン産業 勝田3209 58－4553
2 （有）小牧肥料店 田丸215 58－3126
3 松屋商店 原913 58－2020
4 （合）西村商店 田丸244 58－2225
5 （有）飯島金物店 田丸371－2 58－3156
6 成瀬薬局 勝田5507 58－4328
7 江戸屋 佐田13－3 58－3101
8 山本カメラ店 佐田298－3 58－3317
9 若狭屋金物店 田丸135－3 58－3055
10 ジャスコ（株）玉城店 世古411－1 23－5161
11 Ａコープ玉城店 佐田130 58－4777
12 伊勢銘花園 岡村482 58－6617
13 藤屋酒店 佐田304 58－3161
14 ホヅミ文具 佐田67 58－6696
15 （有）中西肥料店 佐田859－3 58－3116
16 ふとんの橋本駅前店 佐田93－4 58－3301
17 ふとんの橋本栄町店 佐田1803 58－6800
18 （有）西忠商店 佐田992 58－3015
19 サントピア玉城店 世古308 24－1151
20 澤田薬局 田丸251 58－3148

店　　名　 住　　所 電　　話

21 （有）玉城電機商会 佐田302 58－3254
22 スイートピー 下田辺865－1 58－2765
23 （有）ヒシク商店 田丸376 58－3050
24 蚊野屋商店 蚊野2033 58－2883
25 森岡石油店 原3660－1 58－2044
26 マイショップ鴻原まるよし 野篠1252 58－7878
27 見置石油店 勝田5047－4 58－3843
28 岡村商店 原613－2 58－2011
29 村林商店 田丸148 58－3027
30 高三屋商店 原617 58－2003
31 茂谷紙店 佐田281 58－3201
32 ギガス・カンサイ伊勢玉城店 久保254 22－7111
33 モリタ薬局 田丸314 58－6512
34 丸玉商店 田丸355－１ 58－2738
35 薬局アクティブ玉城店 世古356 27－1118
36 グッディ玉城店 勝田4872 58－0015
37 ミスタージョン玉城店 世古195 58－7955
38 ビタミン・ドラッグ玉城店 勝田4872 58－2833
39 辻井商店 長更392 58―3319

9月 7月

→

完全実施

指定袋以外
収集しません

指定袋以外
は警告指導

試行期間

10月

：従前のごみ袋（黒のごみ袋・レジ袋） ：指定袋

【10月１日から指定ごみ袋完全実施】

指定ごみ袋を４月から導入していますが、10月から完

全実施します。次のことを守って正しくお出しください。

●９月末まで―指定ごみ袋の試行期間

今まで使用していた、黒のごみ袋・スーパーのレジ袋

等指定袋以外の袋が使用できますので、この期間中に袋

の在庫を調整してください。

●10月～完全実施

10月１日から指定ごみ袋以外収集しませんのでご注意

ください。

【指定ごみ袋の種類】

集積場に出す
「もやせるゴミ指定袋」
（赤色）大・小
「かん・くずビン指定袋」
（黒色）

リサイクルステーションへ出す
「その他プラスチック
類推奨袋」（緑色）
４種類です。

指定袋への切り替えを

お願いします。
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次の要領により町営住宅の入居者を募集します。

▼募集住宅および募集戸数

城東団地　２戸（中層耐火４階建　３ＤＫ）

▼募集受付期間 ７月26日（木）～８月10日（金）まで、

毎日午前８時30分～午後７時まで受付します。（ただ

し、土/日・祝祭日は除く）

▼入居料及び敷金 入居料は前年度所得から算出します。

敷金は、入居料の３か月分です。

▼入居資格者 玉城町に住所を有する方、または玉城町

に勤務を有する方。単身者、または家族を不自然に分

割しての申込みはできません。

その他、玉城町町営住宅管理条例に基づき、入居資

格が審査されます。

▼申込み方法 町建設課で用意しています入居者申請

書に入居者（全員）の住民票、平成12年度所得証明

書もしくは源泉徴収票を添付し、町建設課へ提出して

ください。

▼入居日 ９月１日（土）を予定しています。

詳しくは町建設課へお問い合わせください。

住宅金融公庫では、最近の不況により、住宅金融公庫

の返済にお困りになった方のご相談を受け付けています。

ご相談の結果を踏まえ、一定の要件を満たす方について

は、返済期間の最長10年までの延長や、３年間の元金

据え置きなどの返済条件の変更を行い、当面の返済負担

を大幅に軽減しました。

この返済方法の変更措置の適用期間は、平成14年３

月31日までとなっています。

詳しくは住宅金融公庫名古屋支店、またはご返済先の

金融機関にお問い合わせください。

町建設課　TEL（58）8205

住宅金融公庫名古屋支店　TEL 052（263）3029

来年4月から
国民年金の窓口が一部変わります

地方分権一括法による国民年金事務の見直しにより、平
成14年４月から保険料収納事務および適用事務の一部が市
町村の事務から国の事務へと変わります。
主な変更は、次のとおりです。

◆「第３号被保険者」に関する各種届出
これまでサラリーマンの奥さんなどは「第３号被保険者」
として、市町村への届出が必要でしたが、平成14年４月か
らはサラリーマンなどが勤務する事業主、または共済組合
が届出をすることになります。

＜メモ＞
「第３号被保険者」とは、厚生年金や共済年金等の加入
者（会社員や公務員）に扶養されている配偶者で20歳以上
60歳未満の人

◆保険料の納付
国民年金保険料は市町村を通じて国へ納付されています
が、平成14年４月分以降の保険料は、社会保険庁から送付
される納付書により銀行や郵便局等を通じ、国へ直接納付
する方式に変わります。
現在、口座振替により保険料を納めている方は、継続し
て口座振替ができますので届出は不要となります。

詳しくは町住民課へお問い合せください。

町住民課　TEL（58）8202

小俣町福祉バス運休のお知らせ
町福祉課　TEL（58）8203

８月18日（土）および19日（日）、小俣町健康まつりが開催され
るため、小俣町福祉バスが臨時運休します。このため、小俣町へ乗り
継ぎができなくなります。ご乗車の際は、十分ご注意ください。
なお、玉城町福祉バスは平常どおり運行いたします。
詳しくは、町福祉課へお問合わせください。

７月１日付　（ ）内旧職名

玉城病院係長…………………………中西　豊（水道課）

水道課……………………中井正広（介護老人保健施設）

福祉課………………………………中西麗子（玉城病院）

福祉課・保健福祉会館副館長 ………柳田　恭（玉城病院）

介護老人保健施設…………………松田臣二（玉城病院）

＜退職＞

６月１日付…………………中村　一（玉城病院薬剤師）

６月５日付………………中村利一（中央公民館事務長）

６月30日付 ………………………前村麻衣子（保健婦）
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町住民課　TEL（58）8202

◆開催日程

・8月２日（木）・8月17日（金）・9月6日（木）

（毎月第1木曜日及び第3金曜日予定）

◆開催時間

午後１時30分～３時

◆場　所 玉城病院機能訓練室（リハビリ室）

◆内　容 健康チェック、軽体操、ゲーム、理学療

法士・作業療法士による機能チェック・機能訓練指導

など（指導者：理学療法士　高山文博・梅村奈実、

作業療法士　松田彰子）

◆対　象 40歳以上で機能訓練を必要とする方

お問い合わせ、申し込みなどは玉城病院へ

生ごみの減量化とリサイクルを図る目的で、生ごみ処

理機等購入者に対し町補助金の制度を設けています。

家庭から出た生ごみを処理機へ入れておくことで手間

が無く、衛生的で、堆肥になり家庭用栽培の肥料として

再利用でき、ごみの減量になります。

補助金の額は、生ごみ処理機等購入価格の２分の１

で、２万円までです。

手続きは、購入した店で領収書を受け取り、町住民課

で所定の書類に添えて申請してください。

会社、企業等の事業所についても補助いたします。

詳しくは、町住民課へお問い合わせください。

町では、高度情報化による生活環境の向上を図るため

「新世代ケーブルテレビ施設整備事業」により、ケーブ

ルテレビ網の整備を進めています。

●加入申し込みをするには

加入申し込みは、伊勢ケーブルネットワーク株式会社

に直接申し込みいただくか、町内代理店にお申し込みく

ださい。

●今年度中に加入すると格安に

加入いただくためには、通常、加入金、引き込み工事

費、宅内工事費、月ごとの利用料などが必要になります

が、今年度加入されると費用が安くなります。

例えば、加入申し込み時に必要な加入金や引き込み工

事費は“無料”となり、宅内工事費１万円程度（宅内の

諸条件により異なる場合があります）で加入いただくこ

とができます。ただし、これ以後になると加入金、引き

込み工事費、宅内工事費など合計５万円程度が必要にな

ります。

●利用料は諸条件により異なります

当町では、玉城チャンネルや多チャンネルを見ること

ができるためのホームターミナルを加入世帯に１台ずつ

設置しますが、諸条件により利用料が異なります。

▼一般放送だけの契約の場合

テレビの台数に関係なく月々600円。

▼多チャンネルを契約した場合

テレビの台数に関係なく月々2,500円

（上記の利用料にはＮＨＫ受信料は含まれていません。）

その他、ケーブルテレビ事業に関することは、伊勢ケ

ーブルネットワーク株式会社　TEL（27）0700、または

町総務課公室へお問い合わせください。

広報たまき７月号（前号）も参照ください。

玉城病院　TEL（58）3039

町総務課公室　TEL（58）8200
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指定給水装置工事事業者の追加　　　　町水道課　TEL（58）8207

平成13年6月28日までに下記工事事業者を新たに指定しましたので、
お知らせします。

指定事業者名 住　所 電話番号

（株）ハギワラ 一志郡嬉野町大字下之庄237番地 0598（42）1005

（株）玉城建設工業 度会郡玉城町佐田733番地の19 0596（58）3103

大西水道 伊勢市船江4丁目4-22 0596（22）4103

●基本健康診査がはじまります
健診の目的は「病気を早期に発見し芽を摘み取る」そし
て「結果を生活改善」に生かすことです。健診結果には
様々な体の情報が載っています。「健診を受けたこと」に安
心せず、健診結果をよく見てみましょう。これはあなたの
「健康をつくる」うえでとても重要なもの。これからの時代、
健康は自らつくるものといわれています。健診結果から注
意すべき生活習慣をまず知ること、そして少しずつでも軌
道修正していくことで健康寿命をのばし、いつまでもいき
いきとした毎日をつくっていきましょう。
平成13年度から希望者にはＨＣＶ抗体検査、ペプシノー
ゲン検査が受けられます。
ＨＣＶ抗体検査とは、Ｃ型肝炎に発症していないかどう
かを調べる検査です。また、ペプシノーゲン法とは胃液中
に分泌される蛋白分解酵素で胃がんの適格審査、慢性萎縮
性胃炎の診断や胃液分泌状態の把握に用いられる検査です。

今年の基本健康診査
▼期間　８月１日（水）～10月31日（水）の３か月間
▼時間　各医院の診療時間内

（玉城病院は、月曜日から金曜日の午前中）
▼対象　40歳以上の方

▼料金　無料（また検査の結果、精密検査が必要な方は、
保険診療になります。）

希望者のＨＣＶ抗体検査　　350円　
ペプシノーゲン検査　　　　250円

▼実施場所　町内各医療機関（順不同）
玉城病院　　　　　TEL（58）3039
久瀬医院　　　　　TEL（58）3120
松岡内科医院　　　TEL（58）3700
中嶋医院　　　　　TEL（58）7067
久野医院　　　　　TEL（58）3381
ほり整形外科医院　TEL（58）8111

▼持ち物　健康保険証、健康手帳
▼内容　問診、身体計測、聴打診、血圧測定、検尿、血液
検査、心電図検査など。希望者にはＨＣＶ抗体検査・ペプ
シノーゲン法もあります。
▼申し込み先　直接受診される医療機関へお願いします。
基本健康診査に関する問い合わせは町保健福祉会館へ

●大腸がん検診も受けよう！
食生活の欧米化に伴い、近年急速に増加しています。自
分で便を２回とって提出するだけの簡単な検査です。
▼実施場所　町内医療機関
▼対象　40歳以上の方
▼料金　200円
年に一度は健診を受けましょう。

保健福祉会館　TEL（58）8000

南勢志摩県民局保健福祉部　TEL（27）5150

◆骨髄バンクドナー登録受付窓口

南勢志摩県民局保健福祉部（伊勢保健所）

〒516-0035 伊勢市勢田町622 TEL（27）5150

◆登録受付日　毎週水曜日

（午前10時～午後２時）

登録手続きには、事前予約が必要です

◆ドナー登録ができる方

・年齢が20歳～50歳までの健康な人

・骨髄提供の内容を十分理解している人

・ドナー登録について家族の同意を得ている人

文部科学省の後援で夏のカヌー体験とパソコン学習を

下記のように開催します。

▼日程 ８月24・25日　午後１時～４時

▼内容 夏休みの体験として、宮川でカヌーを行い、そ

の写真を使ってオリジナルのカレンダーをパソコンで作

る。（カヌーに関しては初心者対象で、カヌーの基本操

作習得の後、ポロゲームなどを行います。）

▼参加費 一人　1,000円（保険料、カヌー一式込み）

▼定員 20人

▼参加条件 身長140㎝以上の中学生・小学生

申し込みなど詳しくは、勢京ビジネス専門学校へ問い

合わせください。

勢京ビジネス専門学校　TEL（28）4789
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財団法人交通遺児育英会では、保護者等が自動車事故

や踏切事故など、道路における交通事故で死亡したり、

重い後遺障害のため働けず、経済的に修学が困難な生

徒・学生のみなさんに奨学金を貸与する奨学生の募集を

行っています。

●応募期限

▼高等学校・高等専門学校奨学生：８月31日（金）

▼大学・短期大学奨学生：９月20日（木）

その他、詳しくは財団法人交通遺児育英会へお問い合

わせください。

津地方法務局伊勢支局　TEL（28）6158

●津地方法務局伊勢支局はコンピュータ取扱庁と
しての指定を受けます
津地方法務局伊勢支局は、平成13年９月５日（水）に

電子情報処理組織による不動産登記事務の取扱庁として

の指定を受け、伊勢市、二見町、小俣町、御薗村、玉城

町の土地および建物について、９月10日（月）からコン

ピュータによる処理を行う予定です。

また、度会町、南島町、南勢町の土地および建物につ

いては、平成14年１月23日（水）に電子情報処理組織

による不動産登記事務の取扱庁としての指定を受け、１

月28日（月）からコンピュータによる処理を行う予定で

す。

コンピュータ処理になりますと、登記簿の謄・抄本や

閲覧の取り扱いが、次のとおり大幅に変わります。

●謄・抄本、閲覧事務が変更され、制度も変わり
ます
①謄・抄本に代わる「登記事項証明書」の発行

コンピュータ処理になりますと、不動産登記簿の謄・

抄本に代えて「登記事項証明書」（全部事項証明書・一

部事項証明書等があります）を発行します。

この登記事項証明書は、税金の還付手続や融資の際に

は、これまでの登記簿の謄・抄本と同一のものとみなさ

れます。

手数料は、１通につき10枚までは1,000円です。ただ

し、10枚を超えるものは、その超えた枚数５枚ごとに200

円を加算した額となります。また、郵送による請求もで

きます。

②閲覧制度の廃止に伴う「登記事項要約書」の発行

登記簿の閲覧制度は廃止され、その代替措置として

「登記事項要約書」（一定の登記事項を要約したもの）を

発行します。

これは閲覧に代わる制度ですから、要約書には交付年

月日や認証文は付与されず、また、郵送による請求もで

きません。

手数料は、１登記記録（現行の１登記簿に相当）につ

き５枚までは500円です。５枚を超えるものは、その超

える枚数５枚ごとに100円を加算した額となります。

●登記申請手続きについて
登記申請手続きについては、コンピュータ化後におい

ても、従来と同様で変更ありません。

なお、商業・法人登記、工場財団等のみなし不動産に

ついては、コンピュータ処理は行いませんので、その申

請手続きも今までと変わるところはありません。

詳しくは、津地方法務局伊勢支局へお問い合わせく

ださい。

財団法人交通遺児育英会　TEL 03（3581）2271
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伊勢市消防本部　TEL（25）1261

伊勢管内の事業所などに立ち入り、巧妙な手口で高額

な点検手数料を請求する事件が発生しています。このよ

うな被害に遭わないため次の点にご注意ください。

◎点検を承諾する前に必ず契約している業者であるか確

認する。

◎身分証明書などの提示を求める

◎契約書その他の書類の内容を確認して、不用意にハン

コを押さない

◎点検実施中は、誰かが立ち合う

◎不適切な点検や高額な請求する点検業者が、居直った

り脅迫的な言動に出たときは、近くの警察、消防署に

通報する。
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③企画から広報まで

10月７日（日） 玉城町　役場厚生棟

10月14日（日） 紀勢町　もみじ茶屋

◆対象 宮川流域とインタープリターに関心のある人で、

講座①②③を各１日ずつ受講できる人

◆参加費 無料

◆時間 午前10時～午後３時

◆定員 各20人

お問い合わせ、申し込みは宮川流域ルネッサンス協議

会（今井さん）へお願いします。
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の
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報
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区分 被保険者 負担者 受取人 保険事故等 課税関係

① 満　　期 夫の一時所得（注1）

②
満　　期 妻に贈与税

夫の死亡 妻に相続税

③ 夫の死亡

④
満　　期

夫の一時所得（注1）
妻の死亡

妻に相続税（生
命保険契約に関
する権利）

夫 夫 夫

夫 夫 妻

妻（契約者） 夫 妻

妻 夫 夫

宮川流域インタープリターとは、宮川流域の自然や歴

史、伝統的なくらしなどを地域の人や訪れた人に対して、

誰にでもわかりやすくインタープリート（通訳・翻訳）

する人です。

宮川流域ルネッサンス協議会では、昨年から案内人養

成講座に取り組み、今年も次のように養成講座を実施し

ます。ぜひ、参加ください。

◆講座日程とプログラム

①ボランティア活動とインタープリテーション

８月５日（日） 多気町　町民文化会館

８月19日（日） 勢和村　ふるさと交流館

②インタープリテーションの手法

９月２日（日） 明和町　中央公民館展示室

９月９日（日） 大内山村　

グリーンパーク大内山村

宮川流域ルネッサンス協議会　TEL（27）5411

伊勢税務署総務課　TEL（28）3191

●保険料を支払ったとき
生命保険や個人年金保険の保険料を支払うと、「生命保険
料控除」として、また、火災保険等の損害保険の保険料を支
払うと「損害保険料控除」として、所得税や住民税を計算す
るときに所得金額から控除されます。

●保険料を受け取ったとき
生命保険
保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、
満期によるものか、また、保険料の負担者はだれなのかなど
によって課税方法が異なります。
夫婦の関係でみますと、次の表のようになります。

（注）
１　一時所得の場合の課税所得の計算式
{(保険金－支払保険料)－50万円}×1/2

２　年金方式で保険金を受け取る場合、表の課税関係とは別
に、その受け取った年分の雑所得として所得税がかかります。
３　保険期間が５年以下等の一時養老保険等の差益は源泉分
離課税になります。

損害保険
損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払い原
因によって課税方法が異なってきますが、保険を掛けていた
人が建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保
険金には、原則として課税されません。
しかし、例えば、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場
合、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際
に、差し引くことになります。また、焼失した商品の損害保
険金は事業収入（売り上げ）になります。
●配当金を受け取ったとき
契約期間中に受け取る配当金は、支払い保険料から控除し
課税されませんが保険金と一緒に受け取る配当金は一時所得
として課税対象になります。また、相続税、贈与税が課税さ
れるような場合には、配当金は保険金の額に含めて課税対象
になります。
詳しくは、伊勢税務署総務課　TEL（28）3191へお問い合
わせください。

指定給水装置工事事業者の名称が変更

変更前：（有）野村水道工業所　　
変更後：（株）野村水道工業所

伊勢市辻久留1丁目11番5号　TEL 0596-28-6617



２等陸・

海・空士曹候補士
一般曹

候補学生
看護学生航空学生

防衛医科

大学校学生

防衛大学校

学　　　生
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自衛隊伊勢事務所　TEL（23）3880

募
集
種
目

高卒（見込含）
21歳未満の者

高卒（見込含)
21歳未満の者

高卒（見込含)
21歳未満の者

高卒（見込含)
21歳未満の者

18歳以上
24歳未満の者

18歳以上
27歳未満の者推薦については学

校長の推薦等、別
途資格が必要です

９/５
～７

９/13
～
10/12

９/13
～
10/12

８/６
～
９/７

９/13
～
10/12

８/６
～
９/７

８/６
～
９/18

８/６
～
９/７

９/23
～24

11/８

1 受験料・学費不要、修学期間中
も学生手当てが支給されます。

2 大学との併願可能
3 自衛隊の指揮官、自衛隊の医師
になるコースです。駐在部官あ
るいは災害発生時の救助隊長、
災害派遣医師として活躍

1 パイロット、看護婦（士）を養
成するコースです。救難救助隊
として、災害時の派遣看護婦と
して災害派遣等で活躍

2 大学との併願可能
3 2等陸・海・空士として採用、免
許取得後、航空学生は3等海・
空尉、看護学生は2等陸曹に昇
任

1 自分の能力・特技を生かせる幅広い職域があります。
2 学歴よりも実力を重視、幹部になるチャンスは誰に
でもあります。

（１次）
11/
10・11

（２次）
12/
11～14

（１次）
11/３・４

（２次）
12/５～７日

（１次）
９/22

（２次）
10/13～18

（３次）（空）
11/11～12/７

（１次）
10/５

（２次）（空）
11/１

（最終）
14年１/25

（１次）
11/５

（最終）
14年１/16

（１次）
９/28

（最終）
11/８

（１次）
９/28

（最終）
11/14

受験か
らおお
むね
１か月
以降

11/14

（１次）
９/22

（２次）
10/13～18

（１次） ９/22

（２次） 10/３～９

９/19
～20 ９/26

（１次）
12/４

（最終）
14年
２/14

（１次）
11/27

（最終）
14年
２/14

推薦 一般

応
募
資
格

受
付
期
間

試
験
期
日

合
格
発
表

備
　
　
　
　
　
考

男子 女子

募集種目 応募資格 受付期間 試験期日 合格発表

２等陸・海・空士

【お問い合わせ】 詳しくは自衛隊伊勢事務所　TEL（23）3880へお問い合わせください。

18歳以上
27歳未満の男子

7月1日～
9月3日 9月4日 受験からおおむね1か月以降



三重県弁護士会民事介入暴力対策委員会の弁護士、（財）

暴力追放三重県民センター相談員、三重県警察本部暴力

団対策課および、伊勢警察署による「無料の暴力法律相

談」を開催します。

◆日　時 ９月６日（木） 午後１時～３時30分

◆場　所 伊勢市生涯学習センターいせトピア３階会

議室

◆相談内容 暴力団などに民事問題に介入され、または

事件に巻き込まれて悩んでいる人

なお、暴力団に対する相談については、（財）暴力追

放三重県民センター（TEL 0120-31-8930）または、伊勢警

察署刑事第二課（TEL 0120-88-7867）などで常時相談を受

けています。

８月は電気使用安全月間です。感電災害は夏季に集中

して発生します。夏は汗をかきやすく、皮膚の露出部分

が多くなり、また疲労から注意力が散漫になりがちです。

この点から毎年８月を「電気使用安全月間」とし全国一

斉に行われています。

感電災害を防止するため、電気は安全に正しく使いま

しょう。

電気のご相談は財団法人中部電気保安協会伊勢事業所

へお問い合わせください。
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三重県建設労働組合伊勢支部　TEL（23）5535

（財）中部電気保安協会伊勢事業所 TEL（25）0892

伊勢警察署　刑事第二課　TEL（20）0110

「伊勢志摩きらり千選」は伊勢志摩のすばらしさを再

発見、再認識し、さらにその情報を外部に発信していこ

うという取り組みで、８月31日まで伊勢志摩の“きら

り”（地域のたからもの）を募集します。ふるってご応募

ください。

▼募集対象 伊勢志摩にちなむものであれば、どんなも

のでもかまいません。

例えば、風景、自然、歴史遺産、文化財、建物、伝統

産業や技術、食べ物、まつり、民話など

▼募集内容 推薦するものの名称などと推薦の理由

▼募集期限 ８月31日まで

▼募集方法 官製はがき、ファックス、電子メール等に、

募集内容、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入し

て応募先まで提出してください。

▼応募先および問い合わせ先

〒516-0035 伊勢市勢田町622

「伊勢志摩きらり千選」

実行グループ事務局宛　

ファックス（27）5251

電子メールnkikaku@pref.mie.jp

高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提供する

アドバイザーとして、福祉住環境コーディネーターがあ

ります。この３級検定受験準備講座を下記のように開催

します。

▼日程 10月14日（日）・21日（日）・28日（日）・

11月４日（日）の計４回

午後１時30分～４時30分

▼会場 三重県建設労働組合伊勢支部第２会館

▼受講料 10,000円（テキスト代含む）

▼定員 30人

申し込みなど詳しくは、三重県建設労働組合伊勢支部

へお問い合わせください。

実行グループ事務局　TEL（27）5110
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で
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旧暦の５月４日（６月24日）に、玉城村字奥武
（おう）の漁港でハーリーが行われました。ハーリー
とは漁師が一年の豊漁と漁の安全を祈願する伝統行
事で、海の神に祈りを捧げた後、奥武島の島民が西
と東に分かれてハーリー船と呼ばれる船で７回にわた
りレースをします。
なかでも、高さ５メートル以上もある橋の上から
飛び込み、そこから船に乗りこんで漕ぎ始めるとい
う三番ハーリーは大迫力で、会場が興奮の渦に巻き
込まれていました。今年は激戦の末、西軍が４対３
で勝利を収めました。
昔からハーリー鐘が鳴ると梅雨が明けると言われて
おり、この日も見事な快晴で、沖縄の暑い夏のおと
ずれを告げていました。

沖縄県玉城村役場　TEL 098（948）7111

●自動車事故に遭われた方へ
７月から次のように改正されました

●対象となる方　

自動車事故により、脳、脊髄または胸腹部臓器を損

傷し、後遺障害の程度が次に該当（相当）する方が対

象です。

●支給される額

支給額は、上記の範囲内で在宅介護サービス・短期入

院等の負担額に応じてお支払いします。

●申請受付　

申請受付は、６月１日から行っています。

詳しくは、自動車事故対策センター TEL 059（225）

1007へお問合わせください。

独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所では、

今年度南勢本所の公開を次のように実施します。

▼日　時 ９月２日（日） 午前10時～午後３時

▼場　所 養殖研究所南勢本所（中津浜浦）

▼内　容 研究内容の紹介、施設見学、講演など

問い合わせは、養殖研究所南勢本所へ

自動車事故対策センター TEL 059（225）1007

養殖研究所南勢本所　TEL 0599（66）1830

常時要介護の方 

1級3号または4号 

（月額）58,570円 
～136,880円 

随時要介護の方 

2級3号または4号 

（月額）29,290円 
～54,000円 
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Mie Tamaki Town

SINCE 1955

■玉城町役場 TEL58 - 8200
FAX58 - 4494

●総務課 TEL58 - 8200
●税務課 TEL58 - 8201
●住民課 TEL58 - 8202
●福祉課 TEL58 - 8203
●農林課 TEL58 - 8204
●建設課 TEL58 - 8205
●都市計画課 TEL58 - 8206
●水道課 TEL58 - 8207
●下水道課 TEL58 - 8207
●財政課 TEL58 - 8208
●商工振興課 TEL58 - 8209
●出納室 TEL58 - 8210
●議会事務局 TEL58 - 8211
●教育総務課（村山龍平記念館） TEL58 - 8212
●社会教育課（ 〃　　　） TEL58 - 8378
■玉城病院 TEL58 - 3039
■介護老人保健施設ケアハイツ玉城
介護老人保健施設 TEL58 - 3770
訪問看護ステーション TEL58 - 8117
在宅介護支援センター TEL58 - 8822
居宅介護支援事業所 TEL58 - 8822

■保健福祉会館 TEL58 - 8000
■社会福祉協議会
社会福祉協議会 TEL58 - 6915
在宅介護支援センター TEL58 - 8181
居宅介護支援事業所 TEL58 - 6915

■夢工房たまき TEL58 - 7696
■中央公民館 TEL58 - 6331
■青少年相談センター TEL58 - 4108
■アスピア玉城　　
玉城ふれあいの館 TEL58 - 8800
ふるさと味工房 TEL58 - 8686

■南勢広域斎場 TEL58 - 5120

休日・夜間当直室
58-8213

広報たまきは再生紙を利用しています

人形を使って女性消防団員がひとり一
人に直接指導し、保護者のみなさんは真
剣に取り組んでいました。

（７月11日の田丸小学校会場で）

今月の表紙

◆人の動き（平成13年7月1日現在）
●人口　14,591人（+27人）
●男　7,118人（+11人）
●女　7,473人（+16人）
●世帯数　4,288世帯（+11世帯）
（ ）は6月1日以降の増減

TAMAKI

町税などの納期は、期限を守って必ず納めてください。
納期は次のとおりです。

●町県民税（第2期）
………………………8月31日（金）

お問い合わせは、町税務課へ

●国民健康保険料（第5期）
………………………8月31日（金）

お問い合わせは、町福祉課へ

8月7日（火）・20日（月）・27日（月）
9月3日（月）
時間　午前10時～11時30分
場所　町保健福祉会館　健康相談室
対象　60歳以上の方（若い方も歓迎します。）
内容　指体操、簡単なストレッチ体操など

いきいき
クラブ

8月23日（木）
時間　午前９時30分～午後３時
場所　町保健福祉会館
対象　生後２か月～３歳までのお子さん
内容　身体計測、離乳食（栄養）や子育て全般に関する相談
＊母子手帳をお持ちください。

9月4日（火）
時間　午前10時～11時30分
場所町保健福祉会館
対象保育所入所までのお子さんとその保護者
内容大仏山へのピクニック
＊参加を希望される方は保健福祉会館までお申し込み
ください。

乳幼児相談

9月 3日（月）
時間　午前10時～午後３時
場所　町保健福祉会館
お問い合わせは　町社会福祉協議会へ

心配ごと
相談

町税など
納期の
お知らせ

8月22日（水）
受付時間　午後１時～１時30分
場所　町保健福祉会館　
対象　平成10年２月１日～３月31日生まれのお子さん
＊該当児には、個人通知いたします。

3歳児
健康診査

たまきっこ
くらぶ
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